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柔道整復師の施術に係る受任者払いの事務取扱いの徹底について

日本柔道整骨師会(会長:-氏)の会員である柔道整復師が行った施

術に係る費用請求については、平成8年 6月26日付け事務連絡第 24号により、

同会会長を受領代理人とすることを認めているところですが、一部の労働局に

おいて、施術を行った柔道整復師以外の受任者払いは認めないとし七、費用請

求書を受理せず返戻するなど、誤った取扱いをしている事例や、振込・支払通

知書を当該受領代理人以外の者に送付している事例が見受けられます。

今後、管内の監督署に対して、かかる事態が生じないよう、当該事務連絡に

基づく事務取扱いについて改めて周知するとともi二、新たに労災業務を担当す

る職員の研修項目に入れる等により、不適切な事務処理の再発防止に向けて、

事務取扱いの徹底を図っていただくようお願いします。

(添付文書)

平成 8年 6月26日付け事務連絡第 24号「
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.圃-したのでお知らせする。

なお、-以外の者から下記3に掲げる措置と同じ則及いを問る旨の相談が

あった場合は、当課あて協議されたい。

自己

l 本件ーーーーーーーーーーの原因となっている施術質問については、請求内容について

十分審査を行い、所要額を受領代理人・圃・の口座に振り込むこと。

2 労働基準監督署において保留している圃・に係る同積の請求についても、上記

lと向様に取り波うこと。

3 今後、.圃圃れ代表を務める日本柔道盤骨師会の会員である柔道整復師が施術し

た被災労働者に係る施術賞用については、代表である-を受領代理人とする一

括払を認めること。

なお、請求の者fI度、被災労働者との問の委任関係を明lif(にさせるとともに、訪求内

経についても十分審査を行うものとする。



(参考〕

柔道整復師・・1・が提訴した損害賠償請求事件の経過

日本柔道整骨師会の会長である原告

8) )は、同会会員の柔道整復師より施術費用の受領の委任を受けたとして、受任者払

いにより施やf-j費用を同人に対して支払うよう労働基準監督署長に求めたが、署長は、同

人は被災労働者を直接施術した者ずないことから施術費用を受領する者には該当しない

として支払いを保留した。これに対して、

ついて調整を進めてきたものである。


